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論 文

明治@大正期における地域共同体(コモンズ)の森林保全

一滋賀県甲賀郡甲賀町大原地区共有山を事例にして一

三俣学*

Conservation of “common" forests in the Meiji and Taisho eras 

- A case study of common forest in the Ohara region， Koka county， Shiga prefecture-

Gaku MITSUivIAl、A本

j迎.h長住民による1fl./L滋lIi日によってJ1.!!.J成ftilJj(を保全してきた Ef:it立の人会1I，IJ1.交が， !.丘fド， J~'tJ.え IIIJ却の議lìi命のj坊で，必んに

脚光をな?び始めている. ~Jf"K ， FI ::1~の JI.;;{III!や財政!又をめぐる先行研究は数多い. しかし，ぞれら{少なくとも，人会

林rr!i'の近代化が進められたii没後において)は慨して， 1:1::1'えの社会ililJ1.支の絞¥l.!.ml:における・つの特然なililJ伎の記述とし

ての絞く、また後ろげなさのf立以づけにおいてであり、より1ムく、また必;設の深い111峨保全の悦ぶゃilif:外におけるコモンズ

{りl究との採点を持つものではなかった.本初は. I~J iti初WJの若手材、総泌を見、Jf.に脱し，今や{合の尖材、を形成するに張った

I~Jìfl . kjEJYJの滋賀県111f~ 1ft; 11' t~ IlIrA以j位以の共有111手IJIIJを'Jf.j9Uとし， 111 大 1)日付の JI!l峨共同体がJ，j~たした森林保令をコ

モンズiì(，ùn0 なi'JU.\':から考祭する.また，コモンズという ;:i. Jt~ーだけが先行して、成境保全のためのコモンズの j:Jg法(約米

引ないしはルール)についての学IllJ的検討があまり巡んでいない現状において，*秘では. 1日大!日{村氏がお11it~n し，桜く

j箆守した jヰイJIII\V， i.約とその変泌を aUIIIに分析し，さらには海外研究とのよと絞分析を試みた.その結J，j~， Wi1Jj(符JII[主体と

して存立するコモンズには， ifの見il泌をIIlJわず，共通した泌fl・が{i{l[認された.

キーワード:地域J1;: IfìJ1~，:，滋位以火山(地IK ， JヰイJIII，コモンズのルール

Hecently. an old Japanese system ()f“Iriai". in which local residents jointly control regional natural rとsourccs.ha日

frcql1ently bcen thc i日日llesof clisCllssion日 from the (Joint of cnvironmental conservation目 Th記rchavc also bccn many 

日llldicson the ]apancsc cOl1lrnon forcst or“χaisankllyurin"， which has its roots in the Triai in the Eclo era (160:3・186i).

PreviOllS sll1c1ies considered lhe lriai negalivcly. 乱日 an むxcむplionalsystem in the history of ]ap日nesesocial 

institutions. Morcovcr， tho日estlldies lackccl anむねvironmentalconscrvalion perspcclive and did not clo comparative 

analyscs with“cOl11mons" i口 othercountries. This p日perexamine告白 coml11on[ore日tin lhe Ohara region. Kolla 

county. Shiga prefecture. This forcst h日お 1・ccoveredfro111 thc he日vydamag日.which occLlrred at the beginning of thc 

Meiji cra. and has becol1le日 richHinoki forest. The study focLlses 011 the lVleiji (1868崎1911)and Taisho (1912-1925) 

eras. COl1scrvation of the C0111111011 (oresl by tbむ inhabitantsof Ohara villa詰cis discussed fl・0111lhc viewpoinl of a 

C0l1111101l日 s(lIdy.Changcs in the agreemel1ts and rules that are rigidly obsむrvedby the local people日realso <lnalyzcd. 

Thi日cxall1plcis cornpared Wilh Otrorn(1999)'s study of C0l11m011日日ndit is concluded thal sLlccessflll C0l111110nS in t hc、

sllstainablc Ilse of nall!ral l'esources share similar cOl1ditions 01' char<lcteristics. 

Key words: local c0l111l111nity. Ohara I・f誌ionKoka COlll1ty， Shiga prefectul・e.C0l111110n [ol'esl. rlllc in common日
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はじめに

]96811'0に発表された力、レット・ハーデインの論文 fコ

モンズの悲劇j以降，大気i乱衣服水， iit，Z空気，Jb.牧

j也森林などといった共有的な資搬の管期問題について

i古発なj義i論カfなされてきた. J也j或1:1:よ己カ~Iヨらのなj古|巻lに

属する )11，iiiU批用水，共同手IJJ:Ijの111などの共存的な資源

を保全してきた実例はl!l;界各1-1(1から報;!?されている.す

なわち，英i主!の紋牧入会j也カナダ:m~北線開クリー・イ

ンデイアンの漁労，スペインのょにルタのmi淑施設，フィ

リピン・カイニンの共同所有の森林，ネパールのパンチ

ャヤート林業などに関する研究がそれである. E. 

Ostrom (1990) は，これら iぜ界各|支!の数多くの持続可

能なコモンズの突併を収集・分析し，八ヶ条にわたる

「コモンズの長期存立条件Jを帰納的に場IL¥した.本稿

では f明治初期に悲しく荒廃した滋賀県'11賀1mIjl :t'i Illfの

共有 UJ において，村民 ~I らによってうち立てたてられた

j三原村共有山規約・規約(コモンズの内法)の時系列的

な殺到H・分析を試みる. 1887 (明治10)年に締結された

わずか五ヶ条からなる開講な共有111m2約は，村氏らの試

行錯誤と創意工夫のドで，五Ifllにわたって改正された結

果，禿げJlIの保全と利用の双方が持続的に可能になるよ

* ;;C n!j j(" y:大学院jJZJjE研究科必然科学専攻必~;j;・人間関係学分~!Í'

* Labora(ory of Forest I~e日ources <1nd Sociely. Division of Forcst Science Gradllate School of Agriculture. Kyoto Universily 
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うなシステムの支柱となった.大JJ討す村氏が必裂とした

旋門:は. JiiJ述したE.Ostrom iJ t掲げた)tlJt.の #tílìlJゃ ~ììlW]

規定等を盛り込んだ「コモンズ長期存立条f'j:Jとほぼ合

致しており. ~守統可能性をノ有するコモンズには， ;!~;酷し

た強1'1二が必要になることが明らかになった.

明治・大正期の甲賀郡大震村共有山盟約の変還と造林過程

1.明治期の大癌村の概要と林況

ヰド 1(1~で採り j二げる IEI:;}三原村.(以下大)j武村とする)は，琵

管制淀川集水域のI:j:l東部，滋賀県中賀1111の東南部に位従

し，十j・の東北から南部にかけては， +W{í\'，'j600~800mの鈴

鹿111!J!J(がそびえ，三三:ill:V九との県境をなしている. 1899 

( J明治22)年のIIJT村制施行の|按，機野(いちうの)，や11(かむ

ら).大j京上問，大久保，大限1:1:1，島!倍野，キ11模，大混{

市場，高野の全九ヵ村が合併して成立した.大涼村の九

つの集落すべては，鈴鹿ILJ却誌の支脈に挟まれた機野JII，

大関川が賞流する大原容に存ヂどしており. 1890 (明治23)

年の調査によると，人IJ4.503人，I!t;iW数804戸ほどの農

業生産を中心とする集落であった.また， 1910 (明治43)

"Fの削指によると，大j忍地区)L集落の共有山(村有林)

の磁石iiは3011UTであり，大原村の全111l本商積のおよそ25%

を占めていた. EP 't1~ 地方の講義は，古くから ffllIの谷jと

H手ばれ，奈良時代には ffllIJが設i置されるなど，良質な

檎，杉の産地としてその名を馳せていた.コンラッ F・

タットマン(1998)によれば，甲賀!認辺の森林寺IJmの!説史

は，古代|羽家樹立のための建造物ラッシュJUJにまで遡ふ

すなわち，問問~600年頃の畿内放:tU!.を çlJ心におこなわれた

「市[代の略奪期(ancientpredation) Jと称される森林の大

法伐採JUJである.このラッシュWJにおける木材諮裂は，

大)jjUせを合む叩賀山地及びその湖沼のI]fJU!.によってl!Hわ

れることになった.)11代の椴力者たちにとって，木材供

給力の向い円1賀周辺の森林を支配することは， liHこ1!1'政
力の強化だけでなく，長期政権の維持・線立にq ながる

必嬰不可欠なものであった.江戸幕末期(1850年~1860年

頃)まで時代が下ると. ItJ賀地方の森は，既に市代JUJの

荒!発j剖を脱し，スキ¥ヒノキ，マツなどの用材林が，自

然倒復を遂げていた("しかし，明治維新後，叩賀は

}写び著しい森林荒I~~ を体験することになった.明治政府

は西欧文明に追随し. f破産興業J.f寓i現強兵jの艇のも

と，急、速に f近代化」の道を開いた.それに伴うエネ jレ

ギ一掃~や建築ラッシュのi!えは，全閣の 111村に広がり，

急増する木材潟裂が材価を急騰させ，その結:\l~として，

森の木々は次々と伐採され，者[irri音[1に向かつて運び出さ

れていったのである.可i裂寸i?の森林もその問にもれず，

乱伐が進み111林荒絡をきたしたというわけである.
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2.共有山保護盟約の締結まで

コニュニティ内で{りらが.，I)IIJ'd: N'たないオープンアクセ

ス (openaccess) [J0な手I]JjJカfなされていたゾ三原村共有

lLIの荒廃ぶりは，他の私有林よりもずっと加者にあらわ

れた.まさしく，先述のハーデインの言った[コモンズ

の悲劇Jがおきていたわけである.近代化による広範な

前'Il1れと経i斉のi土過が， Hl~を「我うもにj と J~ギ'ïIII (こjfぜか

わせ. rJI部に用材一本すらなくなるまでの過剰命保を為

さしめた結来であった(~ )このような事態に巡回iした

大Jjjt村では， 1875 (明治8)年頃から村内の…・音11の;有志

によって. IL川本係議を呼びかけるlIVJきが始まった.その

動きは二年後の1877(明治10)年，遂に一つのili約・規

約(口コモンズの内法)を生み出した.これ以降，オー

プンアク七ス的な{史用を制限する共有JlI保瀧規約にWJっ

て，大IJ武村の地域共lf1j体による森林保全が本絡的に始ま

ったと記されている(れ. しかし，共宥ILI間約が締結さ

れれば，すぐさま禿げrJIの総化と山林保全が効栄的に進

展するという幸子易なものではなかった.一度ついた弊潤

(ヱオープンアクセス)を&:f.・n寺にJ正すことは|事|離であり，

限約巡反者が続出したと記銘されている(大涼村役場，

1918). したがって，この共有1111盟約の締結は，共同体

の成員，つまり火原村氏に盟約を辺守させる長期jの梅iおi

JUlに入ったことを意味していたのである. そのために，

火原村では，村内から監視人(保護掛)を選びルー)vの

徹底をlヌ!った.共1守ILIIKI.約に従おうとしない違反者は，

しばしば保護掛のJ[総務を妨おしたが，保護掛は，これに

加することなく徹底したIII林保全システムの構築(=コ

モンズの構築)に励んだという記録が残っている (.1i 

共有111保護焼約は， 1877 (1別的10)年以降， 1882 (明治

15)年の共宥林保護ニf'JJlI/.約， 1884 (明治17)年の大涼

UJ林曾議案， 1886 (1羽治19) 年の共有111林保護規約，

1898 (明if:i31)iF.の共有rLJ林{呆綾);Q約， 1909 (明治42)

年の村有山林保護規約と三三十二年1111で五1mにわたる改正

をj韮(fなカfら，j大三応以(1;←村、バサiのオがIや付'1情i

つていくので、ある.

3.明治・大正期の大原村地域共間体による禿山の緑化

1877 (明治10)年.k:J、[1私村氏によって締結された共布

iJl販が~ .規約をもとにして大限付地域共肉体による紙化

活動は行われた.記録によると，植林活動は1889(明治

22)年から始まっている(表-1). 1904 (明治37):'fドま

での十五年間は，規約に恭づく 7訟で，一年に一万本.W、上

をj丘林し， 1903 (Ilj]i台36)年までには，制裁ifH桜約55.7

urr歩，植抜本数33736.000本を数えた. f述1i三の縦続の事

に対し一定の言h闘なさは施行上不使」であるという現

出で， 1904 (1悶i合37)ij:'.には知事の認可を得て，Vf~から
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の補助を受けつつ， TfIT ;[;1'(282反5Î1玖 18~ょの造林を行うこと

になった， 1903 (明治36)年-1918(大正7)年I!!Jにお

けるJaH;過程は，ほほベj引のピ…クによって特椴づけら

れる.

第一jりjは， 1905 (IVJ治38) 年から 1907(1V1 i白40) 1r 

で， H路戦争ij役役記念林による梢樹f(ij絞の拡大JlJJ，第二

JYHま， 1909 (明治42) 年から 1910 (明治43) {j'.:で， Il 

路ijiM作戦役記念林のj'ia樹の完了に勢いづき，前述した

1904 OVl治37)年の造林計剖の布([林活動に・憾の拍車が

かかったことによる. 1904 (Ilj]治37) 年の造林計闘は，

予定より五年もはやい1910(1問iti43)年に完了させる拡

烈な勢いで， j'i(I樹活動はすすんだ.第二三WH丸 Iljj治天良

flIJf~[]í.十JiliJ{I~記念という名目で1911 (明治44)年から始

められたが， IVJi台オミl誌の死去に1'1"い，失窓した村氏らは，

Rliiliiより六年も恐れた1923(火，El2)年まで植林を続け

たが，当初予定していた日限には随分と及ばない植栽附

抜1537j"町， ;f1(I栽総数91万8.000本にとどまった.大)J討す

の村有林では， 1918 (大正7)if:までに;fi([栽iui械が354111]"，

そのうちの30余lll]・ jt~がi況に， ]511ミ-24年生にまでに成長

し， 1912 (1抑治45) までには， IIIJ伐を…二，三!廷できる

時期を向かえ，良好に成長を遂げた綿子が記録されてい

るけ三原村役場， 1918). 大涼村氏による禿ILtの紙化は，

この頃まで、にかなり進められていた.

~j、 lどでは，この大原村氏による禿げLL!の緑化活動を可

能ならしめたコモンズの内法およびその変濯に焦点を当

ててみることにする.

t<.-1 )c)J;{村十J;(fH;(こお(tる村d主IfIifllと+II'(JX本書士の-IfH移
Table-l Thむ transilionof lhc afforcslcd arca and numbers in 

Ohara villa日巴 forcst

M栽 {I'-次

IYJ治22{F-35{1'. 49.7 238.4 59.6 298目。

明治:36"1: 6目。 19.0 19.0 38目。

IVJifi37"1'- 7目4 22.1 23.9 46.0 
IY灯台:38{I' 13.7 20.5 61.5 82.0 
IYJおう:39イド 27.9 91.5 75.5 167.0 
IYJ ifi40{1'- 18.8 13.5 99.5 113.0 
IYliti/U"I'- 16.7 l3.0 87.0 jOO.O 
IUJi会42{1'- 30.0 61.0 [[4.0 175.0 
IY] ifi43{1'- 30.0 59.0 122.0 181.0 
IUl ifi44iF 31.0 65.0 120.0 185.0 

iりJi合45"jo)ciEJe{1ミ 31.0 60.0 125.0 185.0 
大11二2il' 15.:3 60.0 125.0 91.8 
大11:3 {f 15.3 25.0 66.8 91.8 
大正 4if 15.3 25.0 66.8 91.8 
kJI~ 5 ir 153 25.0 66.8 91.8 
KIE G {j'- 15.3 25.0 66.8 91.8 

7 25.0 66.8 91.8 

848.0 13品6目。 2120.8 

日後t'l以rpt~ 111; k JJ;{ 十l 村ギí1本紙'ì:'\)Jil~および<'JJX: *ltíll' P16，18 
から作)j立 (11)

:37 

共有山盟約・規約の変選過程

地域資源の持続的な利用及び保全に嬰件になるとjよLわ

れる条項をJ友粋しながら， 7i.l主にiJ支って改正を遂げ、た[¥1-

六つの共有ILIJHI約，j~t約の変選状況を時系列的に絞殺!.

分祈念試みる. (なお，この節w、時，ijo代は元33ーのみで

表記する.) 

1. 共有山林保護ニ付規約審(明治10年)

大JJ京共有Ul林保護の為規約する事在の立nし
- ~l 今 1[1林へ立入薪を伐採せんとするときは詑鎌の

外用保をJ制wせざる

LLi林へ立入火を放たさる

炭焼き家業-ttんとするときは2喜一・ヵ i9I"に付 {F税一

金円を九ヵ村年番へ上納し尖'検殺のほ域を限り免

許を

位前免許の銭湯を躍し他に築;立する場合には再

度足金を設けけ崎へき

)災131H去の外他にて斧鍛を用ゆるを免さず

ill林保護の為九ヵ村役人春秋雨皮怒く実地検査を

為すこと

IlJJ i台十i手1LFJ

機野村 }三f長氏名印

品!吉野村 同1:

千111 キナ 向上

1'11椛村 向上

大原J二III村 同ヒ

大原市場村 ITI]J二

大久保村 向上

高野村 i而JJ:

大j庶r!:1 村 IYiJ J: 

はじめて作られた明治1011"0腕定共有山林保護ニ付税約

上記のようにわずか五カ条から成り，その内容は

秘めて大雑把なものであった.第-条は，詑鎌tJ、外のm
の111t.，j;への持ち込み禁じた掠l良選共の制!日し第二条は，

Illt.，j;への火入れの禁止，第三条は，Jft燐き業者に対する

税金と炭焼き区域のi羽純化，第四条は，炭焼き目的以外

での斧鋸使用の禁止で、ある.これらの条項はいずれも，

板めて総本的な山林の利得ルールを定めたものである.

第五条は，九ヵ村それぞれの村から選出した役人による

お秋二肢の実JU.d免責を義務づけたもので，共有111そのも

のの状況だけでなく，その利用者の行動を鞘栂i'J0にモニ

ターすることにつながる.最後に見られる組長野村から高

野村までの九ヵ村の戸;長による袈名.f{j~印によって，コ

モンズの領域が!日{約上で、正式にIV111(H化されており，これ
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は外部からのただ来り (freerider)を排除するという

没I~な意味あいを持っている.このように，明治10年の

規約没で， 111林へのオ…ブンアクセス的手IJJ討の制棋が明

記されたが，先述の通り，乱伐の弊背を一掃するほどの

効力を持つもので、はなかった(5 i そこで，続く金五ヵ

条の明治15年の共有林保護二:村間約紙に改正されること

になる.

2. 共有林保護ニ付盟約註(明治15年制定)

第一条 lIfi }IJ iJ.をl仕を1mわす薪炭伐採のため共有111;j，*へ

入会のÍ'lÍ'j は鉛;!j~1也の器共t}IHWするを!怒し鎌i話

巳に|浪ること

第二条 IJir11草炭焼き稼業を搬出たるときは炭窯場所検

手正をなしーヵ1'1"-決議ーヵ所に付金一 -Pili.十銭

を年帯へ前納の 1--諸手するものとす

1ftし同:告にでごカ年継続するとき又は二名

以上共有なるときはr¥'，自金一円五十銭を加える

ものとす

第ILlI条 耕炭稼業者は勿論遊歩のものたりとも一切放

火為すへからす悲し放火または失火を見聞き

するときはj)¥(ちに最寄り役場へ中出消防に力

むる事

11Iし;身長11者へはi'lI当賞金を与ふるものとす

第一条では，入会の11守に椀帝できる探11)0立jるが，前規

約の鈍鎌から克に鍬‘のみとililJI肢が強化されている.

条の炭焼きについての決まりも強化された.炭?:在一ヶI9f

に支払う税金が五十銭附加し，その支払方法も前納とさ

れた.そうすることで"{i(I[突に税金を般J!又し，また， JIMl 

に炭窯の数をモニタリングできるようにしたのである.

仮設;:の絡所では， riiT規約においては門I[rIIi免の窯j坊を

隠し他に築史する場合には河!交是を悲11¥すへき事ょと

していた筒併を本;規約では，ニヵ年以上の継続と二名以

上共有の場イ?は，史に一円五十銭支払うこととし，過剰

な炭焼きによる森林への負荷をi降減しようとする窓泌が

読みとれる.筋肉条の火入れの禁止に関しでは，報官者

に賞金を与えることで， 111火宅j手の平期発見とキ!IIT.モニタ

1)ングの徹成を関っている.現地での開き取りによると，

特にiり}治の初期に涜れ果てたILi林に火入れをして，

とり平く，草木灰()J~:jEI') にするといった事が頻繁に起

こっていたという.採1幻~~ílilj .モニタ 1)ングの強イヒによ

る1y与すlからの脱却!こそが，このlI;r点での火jiZ村の緊急課

題であった.

続いて，明治171'ド，滋賀県により山林保護規定の認可え

が治され，それ応じる形で，前明治15ipの共有LLI林保護

規約の改正がなされた.このI則的17年，改正共有111林保
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議二付!21約言;:の条現数は全十ヒヵ条と大幅に増加した.

3.大館山林会議案(明治17年)

第!~ -条 禁伐lま域内樹木繁茂シタルトキハ会員ノ

決ニヨリ苅合i豆I或ヲ改正スルモノトス

第 l'lm条 LLI林焼火アルトキハ近傍村ハ勿論[2<:r太jノ者

総1'l'?iij防ニ尽力シ]主勧業委員戸長，役場ノ

指tll(スルトキハ之ニ践例シ消防ニ{告別尽力

セシモノハ相当性(j-スベシ

第十六条 イミハi町立ニヨリ林阪会ノたヲ以テ規ililJ

スルコトアルベシ此場合ニ於イテハ本ITニ

!潟市スルモノトス

第十七条 此規約ハヱドfrノ認可ヲ紙夕ル 13ヨリ林誌一

時党災施スルモノトス

第十一条では，fi詩伐ぼ域内での総本の苅り合い区域は，

共手rLli.~盟約によって影響を受ける大原村民の代表者から

構成される大郎、JJI林会によって改正できことを明記し，

児にその休試合の評決をもって盟約自体のコントロール

(改正等)を行うこととしている(十六条).つまり，間

接的にセはあれ，ルール決定の意思決定過殺にコモンズ

の成員である村氏一人一人が参加できる権利を保証して

いる.第十[Jtl条，第十仁条に特徴的なことは，大Jj武村の

地域共同体が，より大きな組織である村役場あるいは

111;・県の -gllと相試しない形，つまり寸ストロームカf指

摘している「入れ子ぺ1)(況 (nestedenterprize) Jになっ

ている点も見逃せない.これは考祭のi:司fl1fで詳述する.

JJI林保護方法についての規定も新たに設けられた.まず，

モニタリングの克なる強化である.毎年二，五，八， 十

月の凶i況にわたり， )三iJ三，勧業委員，各村・kfJ:1t，

人が巡視し， ~互に刀 -1m は探偵人を 111の見回りに派泣す

ることを取り決めた.克にIJI林火災のそニタ 1)ングも，

過半11者に対しての賞与金額がj主体的に二円と IVJ記され

(第十三条)，消防活動に尽力したものにも相当の賞11・を

する(第十IJLJ条)ことなどによって強化されている.

)j，規約j謀説者に対しての諮問j内容も更に強行とされてい

る.すなわち， J:Q約違反によって生じた損害・費用は違

約者に賠償させ，児に巡約者から機械を没収して，その

家政・ 1義人など述約者のi期採ti-は，二年IlJjの入ILiを紫，1--

される(第ト五条)という徹底したものになった.

ILJ林保設施策としてiJ::I~I すべきは，共有林を禁{足場，

JiJ合j坊の二被鋲にIVJ{i'{i[にほ分(格じ条)， し， ]'占樹を俗

万本ずつ1'IU栽するよう義務づけた(第八条)ことで

ある. JiJり合いは，たとえJij合場といえども無制限な柴

可(JiJl訟は許されていなかった. 1史Jflできる道具は鎌のみ

で，その般艇も q:1鎌以下に克にililJIrr~ され，者守人の検
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まで必要とされた(第十条にその検査のj二でイテわれる

~IJ り合いは， 5H20 日 ~30 日と 7月 l 日 -lü Elの計二十 13

UiJのILi入り期HU内にのみ，者守人の粒視(第十品条)の

一fで、WI'された(第九条)のである. LLi入り期間外につい

ては，刃物さえ持ち込まなければ，日常の諮らしにi則氏

l \t~必裂とされた機， WÎ~t オえの実等を採取することが，

年間を通じて許され(約九条)ており，杉坂(1994)の

指摘する生活のパッブァ…(村氏それぞれの最抵i間交の

生活を保節する緩街地)としての機能が，ここに凡られ

る.このように想定される様々な問題に対処するための

潟n刑事項が何Jl~ も繰られている.それらの厳しい山林保

全のための刻11刑事現が，かたや村民生活の実;I;}i:を考臨し，

それを不可能にしてしまうことなく，段階的に規約1:1:1に

織り込れていった点は注目に値する.また， j特伐場であ

っても氏ネ111である大鳥ネ111社龍王ネ~:の修織に援する伐採は

例外的に認める例外条項(第七条の二項)があらわれた

点も見逃せない.コモンズの精神的な一致のシンボルで

ある氏ネ11Iに対してのそのような特例の扱いを認めたこと

は，氏子としての精神的 4 致をより強め，コモンズの結

束力を磁路|たるものにし，厳しい間約の避す=と森林保全

のためのj諮問ilfな造林活動に村氏を導いたと推iJliJ;される.

明治10，15， 17年の改正に続いて "1廷に明治19年にも共

有山林保護規約が改正され， I勾脊・条項数(三十六ヵ条)

ともに充実したものとなった.

4.共有山林保護規約(明治19年)

第二三十編条 此規約二違背シタル者ハj{:.m状ニヨリ在

ノ12<.分ヲ参的シ違約料ヲ徴収シ其収磁ノ

代1111iヲモ差出サシムベシ

ー，過誤ノ所為ハ述約料金十銭以上金九

卜五銭迄

故意ノ jWl~ノ、金五十銭ヨリ金二円迄

第三十二条 火ヲ発シタ;t"者ハ損害ノ賠償'ヲ 11¥サシム

ルモノ トス{恨丘j泊品誤トいi故i怯i枕文3諮滋3ま:トノ所所./，為f九bハi

4状7犬tヲ酌:殻母泣ほ.しス♂スス トi間雌Ui軍{住t司モ2司事手稿大ナlルレトキハ各村村
. 

代人i協海;縞義ノ上5地t込L分ノ手統ニ及フモノトス

第三 iトA 三条 巡約1宇料;打守:j自賠存f償よ段:金ヲ1悲去t出1:1吋サ命ズ又ハi賠!的古削{償武金ヲ

111シタルト間tよそii注意ニ放火シ111林ニ符ヲ

与へ又ハ再度違約シタル者ハj1~nÎjへ rjl 出

11:カ年ヨリコトカ11':マテJt情状ニ依 1)1 Li 

材、立入ヲ禁止シ又ハ山林)1又主主ヲ配当セサ

ルモノトス

{Jl各村総代人ニ意見ヲ!悶ブコトアルベ

ン

第三十四条 過斜ト 111次なトニ拘ラスj選約*'1・賠償金等ヲ

弁{賞スル義務字;-ハ家族又ハ服人ノ f9I'為ト
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It!住モドI ニ任スルモノトス

この改正で特に出自すべき点は，第三十一一条から第三

十四条の違約者に対しての条棋の按1ijllである.規約i議反

者の'1育 ;1犬を参酌し，~失の場合と故;訟の場合とで違約料

金に設自1]を設けるようになった(第三マト 4 条).ただし，

過失であっても，それが大火事を招く場合は，村々の代

表によって処分の手続きをするという警戒の 13を光らせ

ている(第三十二条).吏に，違約料賠償金の不払い者，

i'&;i訟の放火犯，同犯者については，:hiドから最高二十年

までの111入りを禁じる， または山林i民主をの配当をしない

(第三山十三三条)ことをiJとめ， ルール述反者に対して課さ

れる制裁が，違反の程度・状況を間約してなされるよう

になった.

lLi林保護施策についても変化が見られる.明治17年の

J毛布1l![!!I約では，禁{え#)i， ~lj合i劫に分けたが，この規約

では克に水抑制強林，用材林，薪炭林，五'i~lJ場の 1m織労i
lニ分けて(第五条)その r~1 的をはっきり区分し，それぞ

れについて林業施策を取り決めている.水i)jj(i溺去を林では，

.'切の伐採fノl~殺を停止(第七条)し，そのうちの十寸設

定iまには杉，輸のHu.*誌を行い(第九条)，そのための出

闘を反JJIJ1I.i玖歩以上長出廷する事も規定(第十九条) して

いる.更に!日材体と薪jえ林それぞれの伐j切を定める条項

も設場し，用材林の杉，橋は三十年以上，松は1m十年以

上とし，新長之中水としての ~\fli木は十五年以上としている

(第十三三条).なお，用材林については前木を:fi自殺した上，

輪伐況を定めることにし，一方， ~\fli水府の薪炭林は六|ま

の輪伐!去を指定し，それを )1国々に伐採していって，六 I~{

~+]i1Fで一周するように定めた.伐採の跡地ーがI~に付

き，出水二本以上を一年間に1'jlなえるもの(第十1111条)と

している.なおこれらを効果的に行うため，保護笹|、を設

置(第十六，十七候)し，その1ごに看守人をこ名i設いて

森林全般の股辞にあたらせた.その仕事内容は，合:ち木

伐探，手入れ~1jの蛇管，成長ミt旧木の選定とその保存の

徹底(第十六条)， 111入日・山止め EIの 報 告 ， 日場の

火入れにi摂する指i!li，立ち会い(第十九条)等となって

いる. I坊火に対する強化は受持村ililJという形で現れる.

1羽広域に分け，それぞれを受け持つ村を決定し，火災事

には泊防活動従事・急械を義務づけている(第二

二十二条).病止l についての報官・予防・!J)J~I徐という

ことも新たに設場している(第二十二条). 

この明治191[ミの規約後，明治31:i'Fまで規約改正.は行わ

れない.その111)，明治22年にIlfJ判 HJIJ実施に伴って，大阪

村の九か村の共有iJlはすべて大関村府特にf編入すること

になり.それまでの大限付共有111の名称は，新しく大江武

村村/~.林になった.その十j 有林における規約は，明治31
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fドまで， i)irのIljJ i台 1911~の共有 IL!保 i謎m~カが~I き続き 1\在日]

された.これは. Ilj J?fil9{j:の規約は，既に大限付の 1;'然

的，生態学的，社会的条件に迎合しながら，禿げ111 の紛I~

化と森林保全を迷成しfliゐ規約にまで成熟していたため

だと考えられる.また，IY1治22年以降，所有形態として

は付有となったが，依然として，入会的利用とその窓織

が強く残っていたこともその版I!slであると考えられる.

さて，この阪の1::1本は，歴史的に言うと，明治27:'.1:'に勃

発した日戦争にIJ券手1)し，iJ1なる!迫力の充実が要約され，

森林政策としては営林i絞殺の取り締まりと森林保存と荒

Jlf~防止を進める林放の転換期でもあった.ニういった背

景のド，明治31年，滋賀県は民有 IL!林保護組合1$~約 i\~WJ

を発布し，民有山林の保護のj散1まを呼びかけた.ぞれを

受ける7訟で，大原村で(;l:， 12年ぶりに共有111林保護規約

を改正することになった.

5.共有山林保護規約(明治31年)

第十三条 共有用材ノ為メ樹木伐採ヲ嬰スルトキハ村

長ハ村会ノ訴がとノ上伐採スルモトス

樹木の伐採は，大IJ誌やJJ誌で構成される村会の許引とによ

り，決定される事が第十三条で義務づけられた.つまり，

共同体から得られるJI:;(穫の分配にjlj，Jする意思決定に共同

体の成政各々が参加できる機会均等が保託されるように

なった.このrVl治31::ド規約は，金二十八ヵ条で，明治19

年の規約の三十六ヵ条から八ヵ条減った. IYJ治19:'.ドの規

約において，水出(i商議林. J日村・**，新炭材"刈J1)iの1m

つに分類された111林が，十二年初jでッjゅ!j{秘主主に指定した

林地の殺怖がほぼ殺ったことにより，時び用材林，対{炭

林のニ羽t~知に従ったことによると推測できる.また，明

治22年， IE1火!京抑制Lカ村がIUT村合併で大原村になったこ

とで，本規約では IJls合村会jは「村会」に， I所iIi書戸

は「村長jと表ifとも変化した.山林保護方法につい

ても克に強化されている.まず，第五条で共有lLI林内の

用材林，薪炭林では，立木伐採，落ち葉括き取り， ド柴

)Ifりなと。の作業が禁止され，それに加えて山林の土石，

芝の掠取， 1封殺の保持iiは一切禁じられるようになった

(第六条).明治19年の規約では，立本については，郡役

所の指導を受け，所 ili~f戸長の意見を lifl き，保護掛監督の

fであれば. 1主将可能(1fiし水海{矧議18:林は一切伐採禁

J1:，)であった(第十六条)が，本規約では，立ち本の使

用日的は共有用材と制定され，村会の評決を必裂とする

こと(第十三条)となった.明治221j::，村有林に編入し

た事によって，より村有法本!な1混としての性格づけを行

ったのではないかと忠われる.また， )fl材林の伐採TD'ii若

年数がriiJHl約から，いずれも引きや11ばされている.1iiHJ，t 
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約において，杉桧は三卜年，松が1mト年であったが，杉，

I告， 1公は，作五十{j~~j、 i二となった(雑木に!おしては，

iιli:lj:以上と I'jIr規約と変化はなし、).本)lfりについては，

liiJ J;l，I.約で革対iJ坊とされていた字深山 I~l小字悲ヶ j誌がJ Il

材・耕成林に指定され，本1J~約l二からはi'fL)ifJ劫の指定誌

は消えている.そのかわり，より村の~JJ，'I1 [ir にあった?訟で，

つまり， 1何度411、が1I1林の状況に止、じて判断し. 111入り・

山止めのW1EJとE!LJir場所を決定するようになった(第十

ILLJ条).なお， ド柴. Wdlj#)iに使える道具.は. ììíU~H':Iの

第十七条 1'11啓通鎌」から当:過の柴)IL改革)1J鎌JとiJiに

限定されている.

次に規約が改正されるのは， liH炎のlR/，約改正となるIYJ
託142年のことである.If寺代は，日総!日見守午後のことであり，

林政の主11廷は戦後復興のためのより {l!t鋭的な林梁(民有

林版業助成をl;glるもの)であった.このような時代背j誌

のドで，明治42ij~村有林保護規約は成虫した.条項数は，

ーカ条で，J~~約名が，この11;)': )，'，~で:'~f1めてやj 有林保

識が1約となる.大きな特椴として，役箆が変wされてい

る.第二十条で，森林必1'.営林委員という新たな役i阪が

主主jめしており，それまでの{忠誠掛という役職が消え，そ

の仕事・の大半が，'iH;林委員にとってかわられている.官

林委員の下には，保護樹、同様，二:f:，の看守人がi院かれた.

また， Illii刊誌fiIJtJJi去については. 1m伐・枝打ちは村長の

検査を没け，営林委員駐慢の下で行い， IIIJ伐は林水の禄

集!交がおくなり 4・111[，に治する 11抗始めて行い，その後，

~ ，If:iJ以上これを行わねばならない，また，枝打ちについ

ては，杉はi'îlI栽後十年，檎はトゴ:il~W， J:を経て，これを

行うものとし，掛械の上がっている 11寺はしてはならない

(第十二条一項，二JJil といった具合に， 111]伐，枝打ち

のj主体的な随行方法についての規約まで弘られるように

なった.

考繋:持続的に存立した海外のコモンスcとの比較から

大原村氏による--，阜の禿げLLJの総化作業は，持あ:ei'1包

な森林利用及び保全方法の双方を共同体|勾で?確立するこ

とそのものにfむならなかった.この緑化作業に向かう村

氏たちの捺i正lfねな行部U (collective actio!1)を規定した

ものは，まさしく試行錯誤の米に作り上げられた共有111

lli約・規約であった.この既約・規約を徹成して遵守し

ていく社会システムの構築こそが， IYJifi初期lに起こった

森林荒を見事に脱する以動力となったことは言うまで

もない.資源保全に成功する共同体の存立にとって，こ

のようなコモンズの内法(決まり司王・約束事)は不可欠

であり，その存夜の有無，またその内容次第で，コモン

ズの性絡が大きく規定されることは，先行研究から既に
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i切らにされている(多辺111，1999)，

さて次に，大阪村の地j或共肉体を海外のコモンズ{IJ!究

との比較・対!l(~を通じて考察してみたい. E， Ostrom 

(1990) は，コモンズの内法等に沼目するなどして， I止

界各i羽から手IH!i'されている資i!J;l保全に成功したコモンズ

の司H1Uをもとに，コモンズの長Wl存立条件を導IBしいる.

そのオストロームの示した条件と大関村とのj七較を簡単

に示したものが，次の表… 2である.

この道之-2は，ヰ1主主{として去にしているため， f設分説

明が不十分であるので，補地的に説明を加えておく.ま

，1] 

ず，オストロームが， collective actiol1の第・4ミとして

Æ挺視する第…帯 I~I の条件，すなわち，コモンズの~J'i域

についてであるが，大H;C1"1'では境界有， j}~W;;jえを設ける，

あるいは， 目的別にほう子されたiJl林(i刈えば，水iW!i創設

1*，川材調í-!え林，ヰはり場等)のJ~'~ !ff..を 1~lmÎJ二で‘色分けし

て表示し，また，それとともに境界石，境保水の所犯を

i開示した詳細な関阿作成を義務づけた.その詳刻11;な地|支i

に基づいて見開りを行い，徹底した岐界管JIJ!を続けた様

子が，丈献"-1のMi所から読みとることができる(大原村

役場， 1918). 次に，去の4番oのモニタリングに関して

1<… 2 オストロームのノjミすコモンズの長JUJイ{v:条{'I:と大以村Jll!.J或J!.，lfiJ1i>:の比絞
Table・2The comparison between lhe condition日o[lon符enduringcommons shown by E，Ostrol11 and Ohara village 

オストロームのjJ~すコモンズの長JUJイ[，な条件 )()J;(村Jll!.J>>.主M 司11'

1， コモンズのfifi主主治qVJIlf，tなこと 明治10年以降に 111 されたすべての共打ILJ lP.I，約・規約において，各I~'

コモンズ肉体のiOCi界だけでなく，コモンズを手IJ)11できる↑1';1人あ i毛が連名でJF，<iちされており，入会関係村およびH[¥，;がIVJ(i{l1にされて
るいは家計がはっきりと主主義て、さること. いた.

2，コモンズに|見jし手IJJfJ)レール・ JIJ役ルール・ j也J点的条fi:が訪問l ，¥1‘G 1mにi反るjた干1111¥HI.約・規約{こは，高111かい利JIJ}vールやJIl役ルー
していること ルなとγ?{Î~t;されていた.例えば，校:JTち， 111]伐， I Liのけ IJ~HJ 11など

Ih¥qlij， Jj)jJ9I'， 技術や数fitを定めた手IJm}v…ルと労働，以材料サ: lま，地域的な条件に{f う]診でmk!~1とされていた.それらの }v…ルは

の泌iJtを定めたiIJ役}v…)v1えびj也J)長の条{'I'とが+117i:tニ11¥1;卑して すべて， )(}J;(村のコモンズの滋のみならず，村[¥とのつ，i，fiそのものを

おり，コモンズのf~~，\史にすf与する JI予となっていること. l~l殺することにつながっていた.

3.集合iねな選択に|立lする11)(1) i)i;め 明治17"1:'0)火原ILJ林fU義:丸第十-僚に「然伐WiJJ1知人j倒木繁茂シタ

)lli'，i;1'ルールによっ を受ける1J，'，1キ人は，そのj滋狩ル…}vの ルトキハfrHノ5議ひとニヨリ)l!j{t!，IJtIl主ヲ改正スルよ1:ノトスJとあり，

)2Z lJlに参加することができること. j主件ルールの改正常;に際して，村氏がそのルール変lJiに参加するこ

とがl~l ，ììE されていた.

4，よそニタリング(防御)の必'tI'lt J~{illL\HI，約がはじめてl誕生したIYJìfìlO年から ，11![にお1'*の Y~IJlJ り ~S\;

コモンズの状態あるいはその平IJJIJI'i'の行問Jを総，t)(nなによそニタ… の条JJfがi没げられ，それ以降の ~Hl約・規約q，においても，特にJl I~*

すみことカ>，'11ヰとること. への火入れと燦伐に対するそニタリングがynl1ヒされることになっ

た J主体的には，探偵人，保波長十等がそのよそニタリンク.の1J:tJHニ就
いた.しかし，明治後'1'.には，村氏[lIJJ;による'ttilJit保全のための初

ldJi!lilJをむするまでになっていた.

;)， !lil]}&，が段Ij1'1をもってなさ:l1.る」と f!il]主主に関する条J}'H丸木文;で J"，;心したように， IYJ治1711'，IYJio19"1:. 
コ.t:ンズのj送付}vールlこ逃!ぶしたものに対して;{草されるflil]l&.は のj誌がjにおいて4準備され，ぞれに従って述反抗ーに対処した.明治19
j企jメの干'，¥1支lこJ，/:，、じてなされることが役立さである， またflilJ裁を)JII "1ミの規約では 1，1製されるil可決はj準以のわ¥IJ:UこI，i:.;じてなされるjこと

えるlli1Jは， js}ぇ行の111，1人的状況や過剰な制Jえから'leずる計千五i下J が明記され， js}メが滋フとか11;主なかによって， n立のね¥l支が倒的される

なilIJ:1l:lについて熟知していることも必泌マある. ようになったことはfjij述通りである.また，コモンズのJ立総決定機

!刻である大));(111林会のリーダで、ある)Lかやjの戸長{丸 i二主主のような
徹底したそニタリングと集係ごとの21・1)(f~、によって，村氏fi，'，1々の

'Jf.怖をjs};f({i"が犯したjsJRのf!ntJ.IWII'，につとめた.

G，コンブリクトをivlJ殺するメカニズムのイ子イ1: 九カ+~の)IH立や;(1)り合い IAJ成などの決定はj(IJj(1111、本 \:1 という場マ，

コモンズキIJ)lJZ;'IIIJ での手IHI;:ボーづ交を fl~ コストで制l後できる 民 l~的な議舎を総てなされ，各!ぷf'l llijで生じた涜hilt?;，似合した IIIJ

が介:イ正寸ること. !訟に会j しでもこれと 1;ωぷに，このj坊でWW~された.

7， コモンズをキIlkli点するj従事j はじめて大jl(村に11{約がi1iUi主されたのは，明治10"1'のことであり，

コモンズ令制l討占し特別!する係手IJがりーカルコモンズに減してい 以が[\';ギi1;~政策jニ， m約を設けるのは， l~jif:l 171Fの ILJ林flb波1QíJ2以

右:い外日11の政府機関などによって)cきく佼;与されないこと.村- i派である.付打線という所有形態を選択した以 1'" 以のIL¥す政策に

にタト背1;の政11.fl幾!均等にはコモンズのルールの執行にあたっては 災IJって巡件されたが，ぞれは.{ffiく W!'!('j;:{i¥えとしてであり，大E;(村
以{氏!Ulの jE~~'I~t しかÌê'JJ之できないように I>JiíË されていること. の共IfiJi1'(.;!:V，l，令予告イliの!交に， I'I'I&的に作り 1"，げたj(JJi(村主lU'1のJHi

1 LI ¥V，I約を1'I'i紋，必i化した.

R ，コモンズの~Il織が人れ r状況になっていること )ciJj(村のコモンズは， 1j 1tïJU;，あるいは滋t~1IÎ~のとる孜両t MIに

コモンズがより jえさなおWxの刊;となっているJ-Jlr1sには，手IJIIJ 反する JI~で、はなく.それで、いて広域行政にのまれるものでは決して

)JÎ1~ ， !ì~:J'I!}j il;.モニタリング， ~!ilÍlifJT段，初 ~It;: の~)I，El常}j il~ 'h'; なかった.

l土， 1キ段ドト?の必泌に!ふじて多)iQJ'1包な人れ HI'立浪となっているこ

と.

オストローム (1990)および 行法f'(U，PI'fUl日大IlMH~イf林終';:\，)iil;および)J，見守11l1~j:j浮から1'1'成
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は，大jj;(村では保護.)';1:卜，営林委員，看守人などによる徹

成的なよそニタリングに力11え，緑化の進肢が軌道に来るに

つれて， ドljC~IJ の人夫詩Ç1，]'ílilj)支などによる利用者相互の

そニタリングも同n芋になされるシステムカマしてい

た.大原村の 1)ーダー的人物らの主導による資源符潤!か

ら"~~~~進んで，村氏どうしが森林保全のために相互規制

を行い，ぞれと同時に 1Lいに扶助し合う'慣行を生みだし

得たことが，禿げ、111の緑化とヒノキの美林を作り J.げる

ことにつながったのだ，という詳細を大正米JVJに大関村・

の共肉体自身がくだしている(大原村， 1918). また，

第6詐日のコンブリクトの淵殺について，オストローム

は，スペインのょにルタ (irlii批用水)において，成熟した

{lll裁機関が長期にil支って有し，ヱルタで!生じるコンフリ

クトを悉く解決してきた事例を考会げ，コモンズI;);Jでの{ljl

裁者や{ljl放機関の問題解決能力の尚さを窓嬰視している

(E， Ostrom， 1990， 100-101Jl~). j三原村では， J~t役に関

して子ども，女性，若人の扱いが111J!lliとなった (i12)I経，

定期的にIlfJかれてきた村会や窃:合で，村の関係者が十分

に話し合い，比較的速やかにj昨決したという事例を1mき

取り調査で確認した.火原村において問題の制強のj揚は，

大きなレベルで、は大B;{山林会，集落レベルではもっぱら

待合によって権保されていた.故後の存立条件である

「コモンズの組織が入れ子状況になっていることJにつ

いてであるが，具体n告に設うと，大原村の採った利用方

il;. 管現方法，モニタリング，強制手段，利害の澗強方

法等は，より大きな組織の出す法令，例えば滋賀県が制

定した明治17年のiJl林保護規定の概i~，などに対立・矛股

しておらず，このことによって，大阪村のコモンズの存

主の妥当性が，コモンズの外部(より大きなililJ)史的枠組
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~不可欠な製素であることがわかった.この地にもオス

トロームは，持続的に存立したコモンズが有する類似性

として，環境が気候や地形イミ確実で、桜草mな状況に直H[j

していること，長期jにi)支って人IJが安定的であること，

コモンズのルールが持鋭利:の規司ちを持っており. 1むのコ

モンズカサ必j裂していく iやでも，なおWHえがiける強さを4守
っていること等を指摘している.また， J30jo (1992)は，

オストロームの条件に)Jnえ，コモンズから持られるJI)i，f症

に対する事前の公'T':'I'~:，コモンズを維持していくための

情報をコミュニティが諸積・学脅するための1時間が確保

されていゐ等の1I1j!lU的要素，コモンズ内での技術的探索

の安定j支をあげている(関守， 1997). ， El本では茂

オミ(1994)治日スリランカと:!Jf閣のケーススタデ.イをItl

心にして世界のコモンズを概観し，それらとオストロー

ムの先行研究を踏まえてコモンズの存立条件を導出して

いる.そのなかでは，r (1)コモンズがその時点で持つ

技術レベルにも依存するが，対象となる資源がコモンズ

の社会にとってたんに柿少であるはのミりでなく，生活J:，

あるいは生存のために設裂な資源であることは)コモ

ンズの規燃は，構成政の瓦いの行動が着て取れ，高度の

JirJ:14~を読みとることのできる杭伎に比'1淀的小さく，モニ

タリングしやすいものであること(以ード111告) (3)長年の

経験や学智を通じて，WJ.成政がその資源にかかわるエコ

ロジーに|到し的織な知識を持っていること.J (茂木，
1994)の三点がii:I=lに航する.

上述したような条件の他に，大!浜村の地域共肉体(コ

モンズ)を於JVJに渡って存立させ得た嬰な投:議として，

次のことが考えられる.すなわち事(1)コモンズにおけ

る仰の存在とそれに対する信仰心や附結・組織力 (2)

み)から{呆託されている.オストロームは， の行政 地域資ìÐ~に対する人間の働きかけによって生じる自然の

的枠紛み Oocal regional-national government)から

成るスペインのエルタ槌if流用水の管理方式を拘:び例にと

ってその活裂性を指摘しており m，Ostrom， 1990， 

101-102JIn .これは， Berkers (1989). McCay and 

Achcson (1990) らもi寸じようにi主自しているj誌で，共

同管理 (co・management)の大きい制度E19な利点とい

える.つまり，大原村のように， Ej!賀郡や撚賀県などと

いった，行政上より l均成な次元からの制殺や指導の可能

性がTi{ll保されている共同管理は，コモンズどうしの資源

を巡る争いや確執をじやすい共 i司1*恭般の管理11

(commllnity-ba日edresource management)のみの資源

tì~ì;~mの奴r!!f を補うことができるのである.

以上のオストロームのコモンズ存立条件に明治・大正

JUJにおける大JJ;{村の事例を照らし合わせてみると， I何者

には大変多くの一致点および共通慨が認められ，資源保

全を持続的に為し将るコモンズの存立には，それらが必

変化が， 11寺|渇をそれほど嬰さずに跳ね返ってくる税皮に，

コモンズが比11変的小さい規模であることは)教育活動

によるコモンズ保全の取り組みである.

(1)に関しては，タブーによる資減保全として，既に

l~ く知られたことであるが，大b;(村の大均千11時~I: と大原村

氏との!見jわりが，コモンズ存立に大きく寄13・したことは

上述した通りである.また. (2)については，茂木の

(2) のそれに近い.大限付の人i二Iは，明治・大正JUJi-通

じて4，500人税皮でほぼ控移し，村民は万:いに顔見知り

程度である小規模集落であった.そうであったからこそ，

明治初年の禿げILi1t{こ1'joった様々な地域環境の変化(jll

jぷlニ芥，洪水，土壌崩壊等)を村氏がダイレクトに受け，

すぐさまそれを察知し，接関的な行動をもって対処する

ことがで、きたのである.また，大政村でのモニタリング

の徹底が可能であったのも，小規模集落であったからこ

そであり，茂木の指摘通りである. (3)の学校教育の
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義は，大j以村のコモンズの長期jに波って存立した~Iま!と

して，特に大きいとJALわれる.大)JI(村では，共有林の一

部をi也Yeの大目立小学校に学校林として貸し出し，戦前は，

学校教育に必混となる物資や燃料等は学校林ですべて)¥{1

っていた. :fJ21:Eでも，なお大尉(小学校では「愛林思想」

を教育~1Il念の棋幹においており，学校林役立当初の 1893

(IYJif:i26)年から続く小学校六年生による本梁記念植樹

は，今年で1071j:'.FIを迎え，愛林思想はなお'Pfまれ続け

ている.持続的コモンズの袈件として，学校教育の義

の大きさをj1として度外視して考えるわけにはいかない.

まとめ

コモンズの構築そのものであった，明治・)cj[郊の大

胤村氏による禿111紙化の経史的事実は，近年， IUI.ばれて

いる環境問題，とりわけ地域資源の保全やその管加とい

った問題にいかなることを示唆しているのであろうか.

そのーっとして次のようなことが設えるのでiまないか.

すなわち，地1或資iJJllを持続的に平IJ丹J• l~tj::: したい，ある
いは，ぞうする必要性や緊急皮の高し、地域においては，

:tWJ或環境を含め，地域の事'1'1;[を最もよく把脱する地域住

民みずからがとなって，当該地域の特性(気候・地理Il

的!!Ill::l:・人仁1:J;f~椴・伝統・文化，社会慣習守;)を十分に

反映したコモンズのルールをまずもって創造する，それ

と同1I~:に，そのルールが十分に機能するためのあらゆる

社会制度・社会j凶器をHIJ築していくということが何より

JJF嬰であるということである.そのjレー jレ捕築にl捺しで

は，大JJj(村の共イf山!lJl約に見たように，たえず11寺fll1の経

過や社会の変動を日々の生活を過して祭主uし，そのルー

ルをi即時， l@l分たちの社会情勢に越したものに改変，改

良していく「しなやかさjを持っていなくてはならない.

また，それと同時に，大原共有LLiが大原村村有林となり，

政}f.fの Tlî !llT村訪日という I!l!î~的， {J足直的な枠組にどっぷり

と没かるように見えながら，その~，県からの造林等の

補助を白rím~こして，森林資源という共有1!1'践を守ったよ

うな fしたたかさ」もまた必要ではないか.試行錯誤を

繰り返し， iしなやかJで，したたかJに成熟したルー

ルや社会fl何度を持つに主った地域社会において始めて，

池域の資源は持続的に利)fJ.保全され.，当該地域にi浪り

ないJLtみをltむのである.
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恰モ明治八年頃ニシテ村氏和之ヲWf， スルニリタル

モ，其効果ハ幾分私有林ニ見jレコトヲ得ベクシテ，

村有林ハ私有林保i諜ノ結果トシテi監伐ノ搭ヲ増大ニ

シ， r~然タル LLi ~訂 J ノ用材・ヲよそ存セサル二五レ 1)

(大jiX村役場， 1918) 

(4)前項ノ如キ状態二五リタルヲ以テ，森林愛護ノ必袈

ヲ!盛ジ11寺ノ戸長等中fl会シテ(各部落 ハ当時尚村ト

称シー村毎ニ戸j乏~:tヲ i設ク) ，別記ノ立11ク先以テ

共有ILl林ノ保護規約ヲ設ケテ，伐木ノiIIlJllJQヲか11フル

コトトシ， Jt:f:炎明治十五年ニ至 1)，兎ニーノ盟約ヲ

締結シ保鎚植栽ノコトニ努メタルモ，村-民ノ森林ニ

~;J・スル絞年ノ弊智ハ容易ニ 11見シ難ク往々 l司規約二 jえ

スルモノア 1)，" (以下111持) (大深村役j札 1918)

(5)全LLi1gfiJL木のな浪たる裸111をFよるは速さに非ず(大

}民村役場， 1918) 

<ij: 1 )去一 1は，皆本純…一(1996)が，京都大学JJi!学

i専i二論文(p.56)において{滋賀県11'賀郡大j12村十、j

;(:j~**会'ぽ }j法および!主絞殺:.1をもとに {I多正し転

il註したものにさらに，大正見fド以降を筆者カ切11

したものである.

(法 2)例えば現在， 1民投の1':1'1不足設はkHiC小学校のあ

る大涼仁1:1;集落で...戸につき七千-円である.か

つて，女子の出不足貨は男女によって設が設け

られていた.女子が総/Ilに参加した場合には，

久a子が男子の七割の労働力しかないとのことで，

三割の出不足設を払わなくてはならなかった.

このような集務ごとの決まりも勿論，村の怒り

合いで決定されていた.
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